
婚
姻
予
約
な
い
し
内
縁
に
関
す
る

　
　
　
　
　
未
公
表
判
決
の
研
究
に
つ
い
て

佐
　
　
藤
　
　
良
　
　
雄

　
日
　
私
は
こ
の
小
稿
で
、
判
例
研
究
の
方
法
論
を
本
格
的
に
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
私
た
ち
の
こ
れ
ま
で
の
、
婚
姻

予
約
な
い
し
内
縁
に
関
す
る
判
例
研
究
の
歩
み
を
回
顧
す
る
と
共
に
、
最
近
の
調
査
な
い
し
研
究
の
中
間
報
告
を
試
み
ょ
う
と
考
え

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
直
接
の
動
機
は
、
比
較
的
最
近
に
な
っ
て
、
わ
が
国
の
婚
姻
予
約
な
い
し
内
縁
に
関
す
る
判
例
の
、
私

た
ち
の
き
わ
め
て
歩
み
の
遅
い
共
同
研
究
も
、
ひ
と
つ
の
新
し
い
段
階
に
足
を
踏
み
入
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

新
し
い
段
階
の
内
容
や
意
義
に
つ
い
て
は
、
後
に
可
能
な
限
度
で
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
ひ
と
口
で
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
は
、

す
で
に
多
少
な
り
と
も
発
表
さ
れ
て
そ
の
存
在
が
一
般
に
知
ら
れ
て
き
た
判
例
に
つ
い
て
一
層
詳
し
く
研
究
す
る
と
い
う
方
法
を
採

っ
て
き
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
、
多
年
の
念
願
が
か
な
い
、
こ
れ
ま
で
全
く
発
表
さ
れ
ず
、
そ
の
存
在
す
ら
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

大
審
院
時
代
の
上
告
審
判
決
を
逐
年
的
に
調
査
し
研
究
す
る
と
い
う
方
法
を
採
り
始
め
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
後
述
の
よ
う

に
、
こ
れ
ま
で
に
も
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
発
堀
的
な
調
査
を
全
く
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
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そ
の
存
在
を
暗
示
す
る
何
ら
か
の
手
懸
り
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
た
び
の
調
査
は
、
直
接
最
高
裁
判
所
に
永
久
保
存
さ

れ
て
い
る
大
審
院
判
決
原
本
に
逐
一
目
を
通
し
て
行
く
と
い
う
根
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
方
法
的
に
一
段
階
を
画
す
る
も
の
と
言
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
成
果
は
序
々
に
で
は
あ
る
が
既
に
若
干
あ
ら
か
ね
て
お
り
、
私
連
は
い
ま
、
今
後
の
調
査
結
果
へ
の
期
待

に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
私
達
の
傍
目
か
ら
は
愚
直
と
も
見
え
る
婚
姻
予
約
（
内
縁
）
判
例
の
調
査
と
研
究
も
、
一
つ
の
峠
に

さ
し
か
か
っ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
、
つ
た
な
い
な
が
ら
も
、
私
達
の
こ
れ
ま
で
の
判
例
研
究
に
つ
い
て
、
ひ
と
通
り
の
整
理
を
お

こ
な
っ
て
み
た
い
と
考
え
る
。

　
な
お
こ
こ
で
、
「
私
達
」
と
言
う
の
は
、
唄
孝
一
教
授
（
東
京
都
立
大
学
）
を
代
表
者
と
し
て
、
こ
の
共
同
研
究
を
進
め
て
き
た
石

川
稔
助
教
授
（
成
蹊
大
）
、
関
弥
一
郎
助
教
授
（
横
浜
国
立
大
）
と
私
の
四
人
（
都
立
大
学
家
族
法
研
究
会
）
で
あ
る
。
し
か
し
従
来
こ
の

四
人
が
常
に
全
く
同
じ
仕
事
を
し
て
来
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
整
理
を
お
こ
な
う
と
言
っ
て
も
、
結
局
、
私
自
身
の

経
験
や
立
場
か
ら
の
整
理
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
お
断
り
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
私
自
身
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
私
に
と
っ
て
、
判
例
の
研
究
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
学
問
の
研
究
に
つ

い
て
語
る
こ
と
と
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
私
は
こ
れ
ま
で
、
多
少
の
脱
線
を
除
け
ば
、
大
学
卒
業
後
、
助
手
と
し

て
、
研
究
生
活
に
入
っ
て
以
来
、
殆
ん
ど
全
て
の
時
間
を
判
例
の
研
究
に
費
し
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
多
少
の
感
懐
を
述

べ
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
、
私
を
こ
の
道
に
駆
り
た
て
て
来
た
も
の
は
、
た
だ
一
つ
、
未
知
の
も
の
を
発
見
す
る
喜

び
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
学
生
時
代
に
、
当
時
の
上
野
の
国
会
図
書
館
で
、
法
律
新
聞
を
め
く
る
う
ち
に
、
「
不
法

行
為
に
因
る
損
害
賠
償
と
請
求
の
原
因
」
と
題
さ
れ
た
東
京
控
訴
院
の
大
正
二
年
三
月
八
日
判
決
を
眺
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
判

― 276 ―



決
の
当
事
者
名
（
上
告
人
野
沢
ヒ
デ
、
被
上
告
人
谷
中
惣
三
郎
）
が
、
唄
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
報
告
を
指
定
さ
れ
て
い
た
大
正
四
年
一
月
二
六

日
大
審
院
民
事
連
合
邦
判
決
（
い
わ
ゆ
る
「
婚
姻
予
約
有
効
判
決
」
）
の
当
事
者
名
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
、
共
同
報
告
者
の
下
谷
麗
子

さ
ん
と
（
ど
ち
ら
が
先
に
気
付
い
た
か
、
今
で
は
億
え
て
い
な
い
が
）
発
見
し
た
と
き
の
不
思
議
な
気
持
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
上
告
審
判

決
で
あ
る
大
正
四
年
一
月
二
六
日
大
連
判
の
前
に
、
も
う
一
つ
上
告
審
判
決
が
あ
る
な
ど
と
は
、
全
く
予
想
だ
も
し
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
し
か
も
民
録
の
表
示
に
は
、
第
一
審
下
妻
区
裁
判
所
、
第
二
審
水
戸
地
方
裁
判
所
と
明
記
し
て
あ
る
で
は
な
い
か
。
さ
ら

に
よ
く
み
れ
ば
、
民
録
の
大
連
判
の
冒
頭
に
は
、
水
戸
地
方
裁
判
所
が
大
正
二
年
一
〇
月
二
一
日
言
渡
し
た
判
決
に
対
す
る
上
告
事

件
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
他
方
、
さ
き
の
法
律
新
聞
の
大
正
二
年
三
月
八
日
東
京
控
訴
院
判
決
の
冒
頭
に
は
、
水
戸
地

方
裁
判
所
が
大
正
元
年
一
〇
月
二
二
日
言
渡
し
た
判
決
に
対
す
る
上
告
事
件
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
結
局
こ
こ
か
ら
は
私
達

は
、
こ
の
有
名
な
「
婚
姻
予
約
有
効
判
決
」
に
は
、
こ
れ
を
含
め
て
五
つ
の
判
決
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
話
し
合
っ
た
。
こ
の
判

決
に
つ
い
て
は
、
後
に
唄
教
授
の
御
指
導
に
よ
っ
て
研
究
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
。

　
研
究
生
活
に
入
っ
て
か
ら
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
石
川
、
関
両
学
兄
と
共
に
、
唄
教
授
を
中
心
に
一
方
で
は
共
同
研
究
を
進
め
な

が
ら
、
他
方
で
は
個
別
研
究
を
進
め
て
き
た
が
、
さ
き
の
連
合
部
判
決
の
研
究
も
含
め
て
、
「
婚
姻
予
約
な
い
し
内
縁
」
と
い
う
課

題
に
、
私
達
は
、
お
お
よ
そ
四
つ
の
角
度
か
ら
研
究
の
歩
み
を
進
め
て
き
た
よ
う
に
思
う
。

　
第
一
は
、
わ
が
国
の
婚
姻
予
約
な
い
し
内
縁
に
関
す
る
判
例
を
個
別
的
に
と
り
あ
げ
て
、
比
較
的
詳
し
く
研
究
し
よ
う
と
す
る
試

み
で
あ
る
。
第
二
は
、
判
例
を
一
部
に
せ
よ
全
体
に
せ
よ
総
合
的
に
研
究
し
よ
う
と
す
る
試
み
（
そ
の
方
法
に
は
、
各
自
に
多
少
の
ニ

ュ
ア
ン
ス
の
相
違
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
）
で
あ
り
、
第
三
は
、
特
に
戦
後
に
つ
い
て
、
家
事
調
停
例
に
お
け
る
婚
姻
外
男
女
関
係
事

件
の
調
査
な
い
し
研
究
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
四
と
し
て
、
外
国
法
と
そ
の
判
例
に
お
け
る
婚
約
な
い
し
事
実
婚
の
法
的
保
護
の
研
究
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（
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
）
の
試
み
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
稿
で
は
、
第
ニ
な
い
し
第
四
の
角
度
か
ら
の
私
た
ち
の
研
究
の
歩
み
を
概
括
す
る
余
裕
は
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
他
日

別
稿
を
期
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
右
第
一
の
角
度
か
ら
の
私
た
ち
の
研
究
の
あ
ゆ
み
を
、
つ
た
な
い
な
が
ら
整
理
し
、
且

つ
最
近
の
状
況
を
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
さ
て
、
第
一
の
、
わ
が
国
の
婚
姻
予
約
な
い
し
内
縁
に
関
す
る
判
例
を
個
別
的
に
と
り
あ
げ
て
、
比
較
的
詳
し
く
研
究
し
よ
う
と

す
る
試
み
と
し
て
は
、
唄
孝
一
教
授
の
御
指
導
の
下
に
お
こ
な
わ
れ
た
、
大
審
院
大
正
四
年
一
月
二
六
日
連
合
部
判
決
（
「
婚
姻
予
約

有
効
判
決
」
）
の
再
検
討
が
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
密
接
な
共
同
研
究
に
よ
っ
て
、
明
治
以
来
の
多
く
の
大
審

院
判
決
に
つ
い
て
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
ほ
ぼ
同
様
の
方
法
で
研
究
を
試
み
て
き
た
。
そ
の
結
果
は
、
不
充
分
な
が
ら
も
、
東
京
都

立
大
学
法
学
会
雑
誌
の
第
一
巻
第
一
号
か
ら
、
最
近
の
第
一
四
巻
第
一
号
ま
で
に
連
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
仕
事
は
、
当
初
、
唄
教

授
と
私
が
、
諸
般
の
事
情
に
よ
り
、
「
東
京
都
立
大
学
家
族
法
研
究
会
」
と
い
う
形
式
上
の
研
究
会
名
義
で
発
表
し
た
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
後
、
唄
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
か
ら
、
石
川
稔
、
関
弥
一
郎
（
現
在
の
各
所
属
は
前
に
掲
げ
た
）
両
君
が
巣
立
ち
、
資
料
収
集
お
よ
び

執
筆
・
検
討
に
加
わ
る
よ
う
に
な
り
、
右
研
究
会
は
形
式
上
の
も
の
で
な
く
な
り
、
実
質
あ
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
む
し
ろ
近
年
は
、
こ
の
仕
事
は
、
右
両
君
に
支
え
ら
れ
て
、
継
続
し
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
な
お
、
家
族
法
の

専
門
家
で
は
な
い
が
、
途
中
か
ら
執
筆
な
い
し
検
討
に
参
加
さ
れ
た
平
往
診
政
君
（
当
時
都
立
大
大
学
院
生
）
の
御
協
力
も
忘
れ
ら
れ

な
い
。

　
㈹
　
こ
れ
ま
で
、
私
た
ち
が
主
と
し
て
婚
姻
予
約
な
い
し
内
縁
の
判
決
を
個
別
的
に
研
究
す
る
場
合
に
、
あ
る
程
度
自
覚
的
に

　
（
と
言
う
よ
り
は
む
し
ろ
私
た
ち
の
知
的
好
奇
心
に
因
る
自
然
の
成
行
と
し
て
）
二
つ
の
方
向
で
、
方
法
的
な
冒
険
（
敢
て
言
う
こ
と
を
許
し
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て
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
、
新
し
い
試
み
）
を
お
こ
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
方
法
的
試
み
を
、
厳
密
に
整
理
す
る
こ
と

は
、
私
の
よ
う
に
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
職
人
的
な
調
査
マ
ン
に
過
ぎ
な
い
者
の
手
に
余
る
が
、
お
お
ま
か
に
言
え
ば
、
そ
の
一
は
、

あ
る
ひ
と
つ
の
判
決
を
徹
底
的
に
詳
し
く
研
究
す
る
と
い
う
方
向
で
あ
っ
た
。
可
能
な
限
度
で
こ
の
方
向
を
き
わ
め
た
典
型
的
な
例

は
、
大
正
四
年
一
月
二
六
日
大
審
院
民
事
連
合
邦
判
決
（
婚
姻
予
約
有
効
判
決
）
の
再
検
討
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
未

発
表
下
級
審
判
決
の
収
集
検
討
の
み
な
ら
ず
、
訴
訟
当
事
者
と
そ
の
親
族
等
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
さ
ら
に
当
時
の
当
地
の
婚
姻
慣

行
の
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
本
件
の
訴
訟
記
録
は
、
す
で
に
廃
棄
さ
れ
て
い
た
た
め
調
査
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し

こ
の
こ
と
は
、
決
し
て
私
た
ち
が
訴
訟
記
録
の
調
査
・
研
究
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
現
に
、
私
た
ち

は
、
未
だ
検
討
・
発
表
の
域
に
は
達
し
て
い
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
内
縁
準
婚
判
決
（
最
判
昭
和
三
三
年
四
月
一
一
日
・
民
集
一
二
巻
五
号

七
八
九
頁
）
の
訴
訟
記
録
を
収
集
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
判
昭
和
一
○
年
四
月
八
日
・
裁
判
例
（
九
）
民
九
三
頁
の
検
討
に
さ
い
し
て

は
、
被
告
側
弁
護
士
に
面
接
し
、
訴
訟
記
録
の
う
ち
、
訴
状
、
準
備
書
面
及
び
答
弁
書
等
を
、
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
む
し

ろ
、
私
た
ち
の
方
法
か
ら
す
れ
ば
、
訴
訟
記
録
は
、
未
発
表
下
級
審
判
決
、
当
事
者
等
か
ら
の
聞
香
、
慣
行
調
査
と
並
ん
で
、
判
例

研
究
の
不
可
欠
の
資
料
な
の
で
あ
る
（
そ
の
意
味
で
、
私
た
ち
が
最
近
の
判
決
の
訴
訟
記
録
を
、
廃
棄
前
に
極
力
収
集
す
る
努
力
を
、
必
ず
し

も
励
行
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
反
省
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
）
。

　
こ
の
ほ
か
の
婚
姻
予
約
（
内
縁
）
に
関
す
る
大
審
院
判
決
に
つ
い
て
は
、
不
徹
底
な
が
ら
も
、
各
々
の
条
件
に
応
じ
て
、
各
種
の

資
料
を
収
集
し
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
多
く
は
、
未
発
表
下
級
審
判
決
の
収
集
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
に
も
、
控
訴
審

と
第
一
審
判
決
の
双
方
が
収
集
で
き
た
場
合
と
、
戦
災
に
よ
る
焼
失
等
の
た
め
、
そ
の
一
方
し
か
収
集
で
き
な
か
っ
た
場
合
と
が
あ

る
。
し
か
し
、
時
に
は
、
未
発
表
下
級
審
判
決
の
収
集
に
加
え
て
、
当
事
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
き
た
場
合
も
あ
り
、
さ
ら
に
、
親
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族
や
、
訴
訟
に
関
係
し
た
弁
護
士
等
に
面
接
し
て
聞
書
き
を
え
た
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
「
誠
心
誠
意
判
決
」
と
し
て
知
ら
れ
る

大
判
昭
和
六
年
二
月
二
〇
曰
・
新
聞
三
二
四
〇
号
四
百
に
つ
い
て
は
、
彼
告
男
に
面
接
し
て
聞
書
き
を
う
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
事

実
上
夫
婦
同
様
の
生
活
を
し
た
間
の
勤
労
に
つ
き
不
当
利
得
に
よ
る
返
還
請
求
を
否
定
し
た
判
決
と
し
て
知
ら
れ
る
大
判
大
正
一
〇

年
五
月
一
七
日
・
民
録
二
七
輯
九
三
四
頁
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
如
く
、
別
訴
二
件
の
判
決
数
件
を
発
見
し
て
収
集
し
た
が
、
さ
ら

に
、
原
告
女
、
そ
の
兄
嫁
、
弁
護
士
等
か
ら
の
聞
書
き
を
え
た
。

　
こ
の
ほ
か
に
、
あ
る
上
告
審
判
決
に
つ
い
て
、
詳
し
く
調
査
す
る
う
ち
に
、
そ
の
訴
訟
な
い
し
事
件
に
関
連
し
て
、
新
し
い
知
見

を
得
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
そ
の
上
告
審
判
決
が
破
棄
差
戻
判
決
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
差
戻

後
の
控
訴
審
判
決
が
収
集
・
検
討
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
差
戻
後
の
控
訴
審
判
決
の
存
在
は
、
上
告
審
判
決
の
主
文
（
破
棄
差
戻
か

否
か
）
に
よ
っ
て
容
易
に
知
り
う
る
の
で
、
こ
れ
が
収
集
さ
れ
検
討
さ
れ
た
例
は
多
い
。
大
判
大
正
五
年
一
ニ
月
二
一
日
・
新
聞
一

二
三
〇
号
二
五
頁
の
差
戻
控
訴
審
判
決
（
大
正
八
年
一
月
ニ
○
日
・
東
控
民
三
判
、
都
大
法
学
二
巻
一
号
一
五
五
頁
以
下
）
、
大
判
昭
和
四
年

一
月
二
五
日
・
評
論
一
八
巻
民
二
三
四
頁
の
差
戻
後
の
控
訴
審
判
決
（
昭
和
五
年
三
月
ニ
○
日
・
水
戸
地
民
判
、
都
大
法
学
二
巻
二
号
一
〇

八
頁
以
下
）
、
大
判
昭
和
一
ニ
年
二
月
二
六
曰
・
判
決
全
集
四
輯
四
号
四
〇
頁
の
差
戻
後
の
控
訴
審
判
決
（
昭
和
一
三
年
二
月
二
四
日

・
熊
本
地
民
三
判
、
都
大
法
学
七
巻
二
号
三
六
五
頁
以
下
）
、
大
判
昭
和
七
年
一
〇
月
六
日
・
民
集
一
一
巻
二
〇
二
三
百
の
差
戻
後
の
控
訴

審
判
決
（
昭
和
一
〇
年
一
一
月
一
三
日
、
大
阪
控
民
三
判
、
都
大
法
学
八
巻
二
号
四
七
五
頁
以
下
）
、
大
判
昭
和
一
五
年
三
月
一
五
日
・
新
関

西
五
四
〇
号
五
頁
の
差
戻
後
控
訴
審
判
決
（
昭
和
一
五
年
八
月
七
日
・
宮
域
控
民
二
判
、
都
大
法
学
一
一
巻
一
号
三
九
九
頁
）
な
ど
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
あ
る
上
告
審
判
決
に
つ
い
て
調
査
す
る
う
ち
に
、
当
該
当
事
者
の
間
に
別
訴
が
存
在
す
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
も

あ
る
。
こ
れ
ら
の
別
訴
判
決
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
上
告
審
判
決
の
当
事
者
間
の
事
実
関
係
が
一
層
詳
し
く
判
る
と
い
う
点
て
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重
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
婚
姻
の
予
約
を
無
効
と
し
た
先
例
た
る
大
判
明
治
三
五
年
三
月
八
日
・
民
録
ハ
輯
三
巻
一
六
頁
に
は
、

明
治
二
七
年
四
月
二
七
日
・
山
口
地
民
二
判
（
入
籍
同
居
請
求
事
件
）
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
右
大
判
明
治
三
五
年
の
当
事
者
の
男

女
関
係
に
つ
き
新
た
な
資
料
を
提
供
し
た
（
都
大
法
学
五
巻
一
号
二
四
三
頁
以
下
）
。
そ
の
ほ
か
、
別
訴
判
決
が
見
出
さ
れ
た
も
の
と
し

て
は
、
大
判
昭
和
五
年
一
一
月
二
九
日
・
新
聞
三
二
一
○
号
一
二
頁
の
別
訴
判
決
た
る
昭
和
三
年
一
一
月
一
五
日
・
士
浦
区
判
（
都

大
法
学
四
巻
一
号
一
七
二
頁
以
下
）
、
前
記
大
判
大
正
一
○
年
五
月
一
七
日
・
民
録
二
七
輯
九
三
四
頁
の
二
件
の
別
訴
判
決
（
都
大
法
学

六
巻
一
号
及
び
二
号
）
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
ほ
か
、
調
査
中
に
、
欠
席
判
決
文
（
大
判
昭
和
二
年
二
月
二
六
日
の
控
訴
審
に
お
け
る

二
つ
の
欠
席
判
決
に
つ
い
て
は
、
都
大
法
学
四
巻
一
号
一
四
三
頁
以
下
参
照
。
大
判
昭
和
五
年
一
一
月
二
九
日
・
新
聞
三
二
一
〇
号
一
二
真
の
第
一

審
に
お
け
る
欠
席
判
決
に
つ
い
て
は
、
都
大
法
学
四
巻
一
号
ニ
ハ
○
頁
以
下
）
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
判
文
に
も
事
実
認

定
が
若
干
あ
ら
わ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
多
少
の
参
考
に
な
る
。
そ
の
ほ
か
、
当
該
事
件
が
社
会
的
に
問
題
と
さ
れ
た
場
合
に

は
、
日
刊
新
聞
紙
等
に
関
連
記
事
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
判
大
正
五
年
一
二
月
二
一
日
・
新
聞
一
二
三
○
号

二
五
頁
の
事
件
に
関
す
る
、
東
京
毎
日
新
聞
（
明
治
四
三
年
六
月
一
七
日
行
三
頁
）
お
よ
び
、
夕
刊
報
知
新
聞
（
明
治
四
三
年
六
月
一
七

日
付
七
頁
）
が
そ
の
例
で
あ
る
（
と
も
に
、
都
大
法
学
二
巻
一
号
に
記
事
の
紹
介
か
お
る
）
。

　
さ
ら
に
、
差
戻
控
訴
審
判
決
の
後
、
再
上
告
さ
れ
、
こ
の
未
発
表
（
既
発
表
だ
が
、
当
該
上
告
審
判
決
と
の
関
連
な
い
し
同
一
事
件
で
あ

る
こ
と
が
識
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
阪
神
電
鉄
事
件
」
大
判
昭
和
七
年
一
〇
月
六
日
・
民
集
二
巻
二
〇

二
三
頁
の
再
上
告
審
判
決
た
る
大
判
昭
和
一
一
年
六
月
ニ
○
日
―
法
学
五
巻
一
五
一
五
真
に
一
部
既
発
表
だ
が
扶
養
に
関
す
る
判
決
例
と
し
て
て

あ
り
、
都
大
法
学
八
巻
二
号
で
、
大
判
昭
和
七
年
の
再
上
告
審
判
決
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
全
文
を
紹
介
し
た
ｌ
が
そ
の
例
）
再
上
告
審

判
決
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
も
一
再
で
は
な
い
（
結
局
「
婚
姻
予
約
な
い
し
内
縁
」
に
関
す
る
上
告
審
判
決
例
を
新
た
に
つ
け
加
え
た
こ
と
に
な
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る
）
。
な
お
、
従
来
、
法
学
や
評
論
な
ど
で
上
告
審
判
決
の
一
部
の
み
が
公
表
さ
れ
て
き
た
も
の
に
つ
い
て
、
全
文
を
紹
介
し
た
こ

と
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
判
決
研
究
の
対
象
と
し
て
、
い
か
な
る
範
囲
の
上
告
審
判
決
を
含
め
る
か
と
い
う
、
次

項
の
問
題
（
6
1
、
6
2
の
立
場
）
に
属
す
る
の
で
、
詳
し
く
は
、
次
項
で
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
日
　
さ
て
、
上
告
審
判
決
の
個
別
的
研
究
に
さ
い
し
て
、
私
た
ち
が
お
こ
な
っ
て
き
た
新
し
い
試
み
の
、
そ
の
ニ
は
、
研
究
の
対

象
を
、
有
権
的
に
収
集
発
表
（
具
体
的
に
は
、
民
録
・
民
集
に
登
載
）
さ
れ
て
い
る
上
告
審
判
決
（
こ
れ
だ
け
を
研
究
の
対
象
と
す
る
の
を

Ａ
の
立
場
と
名
づ
け
た
こ
と
が
あ
る
ｌ
都
大
法
学
一
巻
一
号
一
四
五
頁
以
下
）
に
限
ら
ず
、
私
撰
の
も
の
（
具
体
的
に
は
法
律
新
聞
、
評
論
、
法

学
な
ど
に
記
載
）
に
も
及
ぼ
し
（
Ｂ
の
立
場
）
、
さ
ら
に
は
、
発
表
さ
れ
な
い
も
の
も
す
べ
て
含
め
よ
う
（
Ｃ
の
立
場
）
と
し
て
き
た
こ

と
で
あ
る
。
右
都
大
法
学
に
述
べ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の
婚
姻
予
約
判
例
の
研
究
は
、
Ｃ
の
立
場
を
と
る
ほ
う
が
徹
底
す
る
と
考
え

な
が
ら
も
、
力
と
時
間
の
不
足
の
ま
ま
に
、
主
と
し
て
Ｂ
の
立
場
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
決
し
て
終
始
、
こ
の
立
場

に
止
ま
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
可
能
な
か
ぎ
り
、
Ｂ
の
立
場
か
ら
Ｃ
の
立
場
へ
接
近
す
る
こ
と
も
試
み
ら
れ
て
き
た
し
、
あ
る

既
発
表
（
公
撰
お
よ
び
私
撰
）
上
告
審
判
決
に
つ
い
て
詳
し
く
調
査
す
る
う
ち
に
、
そ
の
未
発
表
再
上
告
審
判
決
を
発
見
し
た
り
、
別

訴
の
未
発
表
上
告
審
判
決
を
収
集
し
た
こ
と
も
あ
る
。

　
そ
こ
で
私
は
、
さ
き
に
（
成
城
大
学
経
済
研
究
第
四
三
号
所
収
、
「
藤
井
対
武
田
事
件
―
大
正
四
年
連
合
部
判
決
直
後
に
お
け
る
『
婚
約
』
保

護
の
一
事
例
－
」
に
関
す
る
若
干
の
補
遣
）
、
Ｃ
の
立
場
を
さ
ら
に
い
く
つ
か
に
分
類
し
て
み
た
。
す
な
わ
ち
、
ｑ
の
立
場
ー
上
告
審

判
決
の
一
部
が
（
法
学
、
評
論
な
ど
で
）
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
き
、
全
文
を
探
索
し
て
研
究
対
象
と
す
る
場
合
。
6
2
の
立
場
―

ｊ
既
に
公
表
さ
れ
た
上
告
審
判
決
に
つ
き
、
未
公
表
の
再
上
告
審
判
決
を
探
索
し
研
究
対
象
と
す
る
場
合
。
6
3
の
立
場
ー
判
決
文

は
全
く
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
存
在
を
示
す
手
が
か
り
が
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
を
探
索
し
研
究
対
象
と
す
る
場
合
。
弧
の
立
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場
ｌ
全
く
手
が
か
り
も
な
い
上
告
審
判
決
を
、
大
審
院
・
最
高
裁
判
決
原
本
を
逐
一
検
索
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
探
索
し
、
研
究
対

象
と
す
る
場
合
、
で
あ
る
。
私
た
ち
の
判
例
研
究
の
う
ち
、
Ｃ
ｊ
ｑ
・
6
3
に
該
当
す
る
事
例
は
、
必
ず
し
も
悉
皆
的
で
は
な
い
が
、

右
経
済
研
究
四
三
号
に
例
示
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
や
や
詳
し
く
、
6
1
な
い
し
6
3
の
該
当
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
即
ち
6
1
の
立
場
の
該
当
例
と
し
て
は
、
大
判
昭
和
四
年
一
月
二
五
日
・
評
論
一
八
巻
民
二
三
四
頁
（
都
法
二
巻
二
号
）
、
大
判
昭
和

一
三
年
三
月
一
二
日
・
法
学
七
巻
一
二
六
九
頁
（
都
法
三
巻
一
・
ニ
合
併
号
）
、
大
判
昭
和
一
一
年
四
月
一
七
日
・
法
学
五
巻
一
三
六

四
頁
（
都
法
五
巻
一
号
）
、
大
判
昭
和
七
年
八
月
二
五
日
・
評
論
二
一
巻
民
法
一
ニ
二
六
頁
、
法
学
二
巻
四
七
四
頁
（
都
法
五
巻
二
号
）
、

大
判
昭
和
一
一
年
六
月
二
〇
日
（
「
阪
神
電
鉄
事
件
」
の
再
上
告
審
）
・
法
学
五
巻
一
五
一
五
頁
（
都
法
八
巻
二
号
）
、
大
判
昭
和
一
八
年
六

月
二
一
日
・
法
学
一
三
巻
三
九
三
頁
（
都
法
一
〇
巻
一
号
）
、
大
判
昭
和
六
年
一
〇
月
五
日
・
法
学
一
巻
三
七
一
頁
（
都
法
二
巻
二

号
）
、
大
判
昭
和
一
〇
年
三
月
一
六
日
・
法
学
四
巻
一
三
二
二
頁
（
都
法
一
二
巻
一
号
）
な
ど
が
あ
る
。

　
0
2
の
立
場
の
該
当
例
と
し
て
は
、
大
判
昭
和
一
二
年
三
月
一
九
日
（
都
法
七
巻
一
号
）
、
大
判
昭
和
一
一
年
六
月
二
〇
日
（
「
阪
神
電

鉄
事
件
」
の
再
上
告
審
で
、
一
部
既
発
表
の
全
文
を
紹
介
し
た
も
の
・
都
法
八
巻
二
号
）
、
大
判
昭
和
一
六
年
三
月
二
六
日
（
都
法
一
一
巻
一
号
）

な
ど
で
あ
る
。

　
6
3
の
立
場
の
該
当
例
と
し
て
、
私
は
つ
い
先
頃
ま
で
大
判
大
正
五
年
六
月
二
三
日
（
藤
井
対
武
田
事
件
）
を
挙
げ
て
き
た
（
成
城
大

経
済
研
究
第
四
三
号
一
八
○
頁
）
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
度
々
右
大
判
が
未
公
表
判
決
で
あ
っ
た
旨
を
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、

た
ま
た
ま
最
近
に
な
っ
て
、
右
大
判
大
正
五
年
六
月
二
三
日
・
大
正
五
年
肺
三
号
は
、
す
で
に
民
録
二
二
輯
二
六
一
頁
に
公
表
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
何
は
と
も
あ
れ
、
私
の
不
注
意
と
調
査
の
不
徹
底
を
心
か
ら
お
詫
び
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
民
録
登
載

当
時
見
過
さ
れ
て
き
た
理
由
、
こ
れ
ま
で
私
が
本
件
に
つ
き
書
い
て
き
た
事
柄
の
再
検
討
な
ど
問
題
は
多
い
が
、
こ
の
事
実
に
よ
っ
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て
、
か
ね
が
ね
問
題
と
し
て
き
た
本
大
判
大
正
元
年
六
月
二
三
日
の
先
例
と
し
て
の
価
値
な
い
し
機
能
に
つ
い
て
の
考
え
方
も
か
な

り
変
っ
て
来
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
（
こ
れ
ま
で
本
大
判
の
先
例
と
し
て
の
地
位
が
必
ず
し
も
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
本
大
判
が

判
決
当
時
未
公
表
で
あ
り
、
な
か
ん
ず
く
民
録
未
登
載
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
依
る
所
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
）
。

　
糾
　
発
表
さ
れ
な
い
も
の
も
す
べ
て
研
究
対
象
と
す
る
Ｃ
の
立
場
が
、
上
告
審
判
決
の
個
別
的
研
究
の
方
法
と
し
て
は
、
も
っ
と

も
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
う
ち
で
、
全
く
手
が
か
り
も
な
い
上
告
審
判
決
を
、
原
本

を
逐
一
検
索
し
研
究
対
象
と
す
る
6
4
の
立
場
が
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
り
、
且
つ
最
も
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
ょ
う
。

　
か
つ
て
私
は
、
大
正
四
年
連
合
部
（
婚
姻
予
約
有
効
）
判
決
の
原
本
を
調
べ
る
た
め
に
、
或
い
は
「
法
学
」
（
東
北
大
）
や
「
法
律
学

説
判
例
評
論
」
な
ど
に
一
部
分
の
み
が
掲
載
公
表
さ
れ
て
い
る
婚
姻
予
約
（
内
縁
）
判
決
の
未
公
表
部
分
な
い
し
全
文
を
閲
覧
・
謄

写
す
る
た
め
に
、
大
審
院
時
代
の
民
市
判
決
原
本
を
閲
覧
し
た
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
「
藤
井
対
武
田
事
件
」
（
大
判
大
正
五
年
六
月

二
三
日
）
に
関
す
る
調
査
の
た
め
、
必
要
な
部
分
の
判
決
原
本
を
閲
覧
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
閲
覧
は
、
判
決
年
月
日
、
事

件
番
号
、
事
件
名
、
当
事
者
名
な
ど
に
つ
い
て
判
決
を
特
定
し
た
上
で
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
、
借
出
し
た
判
決

原
本
綴
を
め
く
る
う
ち
に
、
再
々
、
見
知
ら
ぬ
婚
姻
予
約
（
内
縁
）
判
決
に
出
合
っ
た
も
の
で
あ
る
。
精
神
的
・
時
間
的
余
裕
の
不

足
と
、
閲
覧
目
的
へ
の
顧
慮
の
た
め
、
そ
れ
ら
の
判
決
を
謄
写
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
思
い
を
残
し
た
ま
ま
帰
っ
た
が
、
公
撰
・
私

撰
を
問
わ
ず
、
公
表
さ
れ
て
き
た
婚
姻
予
約
（
内
縁
）
判
決
の
ほ
か
に
、
実
は
未
公
表
の
も
の
が
、
か
な
り
原
本
に
伏
在
し
て
い
る

と
い
う
印
象
は
、
強
く
私
の
脳
裡
に
残
り
、
何
時
か
は
、
そ
の
悉
皆
的
調
査
を
試
み
た
い
と
切
望
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ

の
希
望
が
実
現
す
る
日
は
な
か
な
か
や
っ
て
来
な
か
っ
た
。
調
査
対
象
た
る
、
少
な
く
と
も
民
法
施
行
・
明
治
三
一
年
か
ら
今
日
ま

で
の
大
審
院
・
最
高
裁
民
事
判
決
原
本
綴
は
、
き
わ
め
て
膨
大
で
あ
り
、
こ
れ
を
検
索
し
且
つ
謄
写
す
る
労
力
と
時
間
さ
ら
に
こ
れ
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に
要
す
る
費
用
を
考
え
る
と
、
こ
の
作
業
に
着
手
す
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
た
。
か
く
す
る
う
ち
に
、
一
〇
数
年
の
歳
月
が
流
れ

た
。

　
だ
が
、
よ
う
や
く
い
ま
、
そ
の
希
望
が
実
現
す
る
日
が
や
っ
て
き
た
。
そ
の
原
動
力
と
し
て
、
共
同
研
究
者
た
る
関
弥
一
郎
横
浜

国
大
助
教
授
の
存
在
、
文
部
省
総
合
研
究
費
（
代
表
者
、
唄
孝
一
教
授
）
か
ら
の
補
助
、
最
高
裁
記
録
保
存
室
の
方
々
の
御
協
力
な
ど

を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
昭
和
四
八
年
六
月
四
日
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
日
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
日
、
私
た
ち
は
、
お
ず
お
ず
と
最

高
裁
記
録
保
存
室
を
訪
れ
た
。
判
決
を
特
定
せ
ず
、
各
年
度
の
判
決
原
本
綴
（
年
度
に
よ
っ
て
は
、
一
年
度
一
〇
数
冊
に
及
ぶ
こ
と
も
あ

る
）
を
借
出
し
て
検
索
す
る
と
い
う
閲
覧
方
法
が
果
し
て
許
可
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
、
私
達
の
危
惧
し
た
点
で
あ
り
、
お
ず
お
ず
と

記
録
保
存
室
を
訪
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
し
か
し
、
案
ず
る
よ
り
産
む
が
易
し
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
私
達
の
希
望
は
か
な

え
ら
れ
た
。

　
そ
こ
で
、
私
達
は
、
従
来
か
ら
も
っ
と
も
深
い
関
心
を
抱
い
て
き
た
明
治
三
五
年
か
ら
明
治
四
四
年
ま
で
、
ほ
ぼ
一
〇
年
間
の
原

本
を
中
心
に
調
査
す
る
こ
と
に
し
た
。
さ
き
に
私
は
、
本
学
経
済
研
究
三
九
号
の
「
婚
姻
予
約
（
内
縁
）
判
例
小
史
・
序
説
」
一
三

三
頁
に
お
い
て
、
明
治
三
五
年
三
月
八
日
大
審
院
判
決
・
民
録
八
輯
三
巻
一
六
頁
（
約
定
金
請
求
事
件
に
お
い
て
婚
姻
の
予
約
を
無
効
で

あ
る
と
判
示
し
た
も
の
）
以
後
、
明
治
四
四
年
に
な
っ
て
、
つ
づ
け
て
三
件
の
大
審
院
判
決
が
公
表
さ
れ
る
ま
で
、
婚
姻
予
約
な
い
し

内
縁
に
関
す
る
大
審
院
判
決
は
み
う
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
し
か
し
こ
の
間
（
約
一
〇
年
間
）
に
未
公
表
の
も
の
が
伏
在
す
る
と
予
想
さ

れ
る
旨
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
約
一
〇
年
間
の
ブ
ラ
ン
ク
は
、
久
し
く
私
に
と
っ
て
、
深
い
疑
問
と
関
心
の
的
で
あ
っ
た
。

私
達
が
、
ま
ず
こ
の
期
間
の
調
査
か
ら
着
手
し
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
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そ
の
結
果
、
こ
の
間
に
、
婚
姻
予
約
不
履
行
に
せ
よ
、
不
法
行
為
に
せ
よ
、
内
縁
当
事
者
間
の
損
害
賠
償
請
求
事
件
は
大
審
院
に

係
属
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
少
な
く
と
も
私
た
ち
の
眼
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
損
害
賠
償
請
求
事
件
で
は
な
い

が
、
内
縁
解
消
後
の
財
産
上
の
紛
争
と
思
わ
れ
る
も
の
が
三
件
ほ
ど
見
出
さ
れ
た
。
ほ
か
に
も
、
内
縁
関
係
が
関
連
す
る
も
の
が
数

件
見
出
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
の
右
調
査
に
は
、
い
く
つ
か
の
限
界
が
あ
る
こ
と
を
、
お
断
り
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
挙

げ
る
べ
き
は
、
検
索
上
の
見
落
し
の
可
能
性
で
あ
る
。
特
に
こ
の
時
期
の
判
決
に
お
け
る
内
縁
問
題
は
、
不
当
破
棄
に
よ
る
賠
償
請

求
事
件
と
し
て
で
は
な
く
、
一
定
の
家
族
法
上
の
訴
訟
事
件
（
た
と
え
ば
親
権
喪
失
宣
告
請
求
事
件
な
ど
）
や
財
産
法
上
の
訴
訟
事
件

（
た
と
え
ば
贈
与
金
請
求
事
件
や
登
記
抹
消
請
求
事
件
な
ど
）
に
つ
い
て
、
内
縁
の
夫
婦
が
当
事
者
と
な
り
、
あ
る
い
は
関
係
者
と
な
り
、

判
決
に
お
い
て
一
定
の
法
的
評
価
を
受
け
る
と
い
う
形
式
が
多
く
、
の
み
な
ら
ず
訴
訟
法
上
の
訴
訟
事
件
（
た
と
え
ば
強
制
執
行
異
議

事
件
）
と
い
う
形
式
で
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
の
検
索
に
お
い
て
も
、
多
く
の
見
落
し
や
見
逃
し
が

生
じ
う
る
。
第
ニ
に
、
こ
れ
が
重
要
な
点
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
私
た
ち
は
、
大
審
院
判
決
文
し
か
見
て
お
ら
ず
、
そ
の
下
級
審

判
決
（
た
ま
ま
既
発
表
の
も
の
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
恐
ら
く
大
部
分
は
未
公
表
で
あ
ろ
う
）
の
収
集
・
検
討
に
は
至
っ
て
い
な
い
た
め

に
、
事
実
関
係
や
訴
訟
経
過
に
は
（
大
判
か
ら
読
み
と
れ
る
部
分
も
あ
る
が
）
明
ら
か
で
な
い
点
が
多
い
。
今
後
の
作
業
課
題
で
あ
る
。

第
三
に
、
既
に
公
表
さ
れ
て
い
る
家
族
法
・
財
産
法
・
訴
訟
法
な
ど
に
関
す
る
訴
訟
事
件
の
う
ち
に
も
、
精
査
す
れ
ば
、
内
縁
が
関

連
し
且
つ
内
縁
に
つ
き
法
的
判
断
を
示
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
こ
の
た
び
の
検
索
作
業
に
あ
た
り
、
私
達

は
、
当
該
大
判
の
未
公
表
性
を
一
応
確
定
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
、
民
録
・
民
集
の
目
録
の
ほ
か
、
判
例
体
系
（
第
一
法
規
）
索

引
、
太
田
武
男
編
「
家
旋
法
判
例
集
成
」
索
引
等
を
用
い
た
が
、
あ
る
い
は
財
産
法
や
訴
訟
法
に
関
す
る
判
決
に
社
、
新
聞
、
評
論
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等
の
私
撰
判
消
集
に
既
公
表
の
も
の
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
忌
憚
の
な
い
御
批
判
を
乞
う
次
第
で
あ
る
（
私
達

も
な
お
調
査
予
定
）
。

　
さ
て
、
私
達
の
調
査
は
、
右
の
段
階
か
ら
、
次
第
に
、
年
代
に
つ
い
て
も
、
検
索
の
対
象
に
つ
い
て
も
拡
大
し
て
行
き
つ
つ
あ

る
。
す
で
に
、
明
治
三
五
年
か
ら
明
治
四
四
年
ま
で
の
期
間
の
検
索
に
あ
た
っ
て
も
、
内
縁
関
係
事
件
の
み
な
ら
ず
、
時
間
と
労
力

の
許
す
か
ぎ
り
、
親
族
法
お
よ
び
相
続
法
に
関
す
る
未
公
表
判
決
を
検
索
し
て
き
た
。
そ
の
数
は
す
こ
ぶ
る
多
い
。
私
達
は
、
今

後
、
内
縁
以
外
の
こ
れ
ら
の
家
族
法
に
関
す
る
未
公
表
大
審
院
判
決
に
つ
い
て
も
、
歴
史
的
な
事
実
と
し
て
紹
介
す
る
こ
と
は
も
と

よ
り
の
こ
と
と
し
て
、
今
日
の
判
例
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
検
討
し
公
表
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら

く
、
有
権
的
に
（
民
録
、
民
集
に
よ
っ
て
）
、
あ
る
い
は
私
撰
的
に
（
法
律
新
聞
等
に
よ
っ
て
）
形
成
さ
れ
て
き
た
わ
が
国
の
家
族
法
に

間
す
る
判
刑
法
の
再
検
討
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
勿
論
、
私
達
の
検
索
の
主
た
る
対
象
は
、
婚
姻
予
約
な
い
し
内
縁
に
関

す
る
未
公
表
判
決
で
あ
り
、
第
一
次
作
業
た
る
明
治
三
五
年
な
い
し
明
治
四
四
年
の
検
索
を
一
応
済
ま
せ
た
あ
と
、
民
法
施
行
・
明

治
三
一
年
な
い
し
明
治
三
四
年
の
検
索
を
第
二
次
作
業
と
し
て
済
ま
せ
、
こ
こ
で
も
数
件
の
内
縁
関
係
に
関
す
る
未
公
表
判
決
を
見

出
し
た
。
第
三
次
作
業
は
、
明
治
四
五
（
大
正
元
）
年
な
い
し
大
正
四
年
（
と
く
に
一
月
二
六
日
連
合
部
判
決
）
で
あ
っ
た
。
第
四
次
作

業
た
る
大
正
四
年
一
月
二
六
日
連
合
邦
判
決
以
降
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
婚
姻
予
約
な
い
し
内
縁
に
関
す
る
判
決
が
増
加
す
る
と
予

想
さ
れ
、
同
時
に
未
公
表
判
決
の
数
も
多
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
事
実
、
大
正
五
年
、
大
正
六
年
と
進
む
に
し
た
が
っ
て
未

公
表
の
不
当
破
棄
に
因
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
関
す
る
大
審
院
判
決
が
続
出
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
で
も
ま
だ
、
大
正
五
年
に

は
、
不
法
行
為
を
理
由
と
す
る
賠
償
請
求
事
件
に
止
っ
て
い
る
（
大
判
大
正
五
年
六
月
二
三
日
・
藤
井
対
武
田
事
件
は
、
婚
約
な
い
し
婚
姻

予
約
不
履
行
に
基
づ
き
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
）
が
、
大
正
六
年
に
は
、
婚
姻
予
約
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
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求
事
件
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
今
後
の
検
索
に
よ
っ
て
、
こ
の
種
の
未
公
表
判
決
は
、
増
々
そ
の
数
を
加
え
る
と
予
想
さ
れ
る
。

　
㈲
　
こ
れ
ま
で
の
調
査
及
び
こ
れ
か
ら
の
調
査
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
婚
姻
予
約
な
い
し
内
縁
に
関
す
る
未
公
表
大
審
院
判
決
の

原
文
は
、
若
干
の
解
題
と
と
も
に
別
稿
で
公
表
し
た
い
。
可
能
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
未
公
表
（
な
か
に
は
た
ま
た
ま
法
律
新
聞
等
に
公

表
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
）
下
級
審
判
決
も
収
集
し
て
註
釈
を
加
え
た
い
。
こ
こ
で
は
右
の
各
時
期
に
つ
い
て
、
例

示
と
し
て
若
干
の
判
決
を
選
び
、
そ
の
概
略
を
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
前
記
の
如
く
、
こ
の
調
査
は
、
関
弥
一
郎
横
浜
国

立
大
助
教
授
と
共
同
で
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
（
但
し
、
明
治
三
一
年
な
い
し
三
四
年
及
び
明
治
四
四
年
な
い
し
大
正
四
年
の
期
間
に
つ
い

て
は
、
私
が
単
独
で
調
査
し
た
）
。
調
査
の
手
続
と
し
て
は
、
未
公
表
性
の
検
索
と
婚
姻
予
約
な
い
し
内
縁
関
係
事
件
で
あ
る
こ
と
の

検
出
の
二
段
階
が
あ
っ
た
（
そ
の
順
序
は
逆
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
と
く
に
、
地
所
建
物
売
買
登
記
抹
消
請
求
事
件
、
贈
与
金
請
求
事
件
な
ど

の
如
き
財
産
法
上
の
事
件
や
強
制
執
行
異
議
事
件
の
如
き
訴
訟
法
上
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
右
検
出
が
先
行
し
、
検
索
が
後
に
な
り
勝
ち
で
あ
る
）
。

本
稿
で
は
、
さ
し
あ
た
り
調
査
の
及
ん
だ
範
囲
を
、
明
治
三
一
年
な
い
し
三
四
年
、
明
治
三
五
年
な
い
し
四
三
年
、
明
治
国
四
年
な

い
し
大
正
三
年
、
大
正
四
年
以
後
の
時
期
に
わ
け
て
主
要
な
未
公
表
判
決
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
∽
　
明
治
三
一
年
な
い
し
明
治
三
四
年
。

　
こ
の
時
期
か
ら
は
、
大
判
明
治
三
三
年
三
月
一
九
日
・
明
治
三
二
年
切
第
一
六
七
号
・
証
書
無
効
及
反
訴
請
求
事
件
（
上
告
人
田
中

四
郎
左
衛
門
、
被
上
告
人
田
中
イ
マ
）
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
本
件
は
、
Ｘ
男
（
田
中
四
郎
左
衛
門
）
が
Ｙ
女
（
田
中
イ
マ
）
と
私
通
の
結
果
、

六
千
円
を
与
え
た
こ
と
と
し
て
（
手
切
金
と
い
う
語
も
み
え
る
）
そ
の
受
領
証
を
受
け
と
り
、
さ
ら
に
そ
の
預
り
証
（
預
金
証
書
）
を
Ｙ

女
に
交
付
し
た
と
い
う
事
案
の
も
と
で
、
Ｘ
男
が
、
右
預
金
証
書
の
無
効
確
認
を
求
め
た
事
件
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
Ｙ
女
も
反
訴
を

し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
）
。
第
一
審
で
Ｘ
男
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
、
Ｘ
男
の
控
訴
も
棄
却
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
Ｘ

― 288 －



男
か
ら
上
告
し
、
上
告
審
に
お
い
て
Ｘ
男
は
、
本
件
預
証
は
私
通
の
関
係
上
成
立
し
た
も
の
で
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
と
主
張
し
た

が
、
大
審
院
は
、
私
通
は
当
事
者
間
の
契
約
の
遠
因
で
あ
り
近
因
で
は
な
く
し
た
が
っ
て
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
契
約
で
は
な
い
と

判
示
し
て
、
Ｘ
男
の
上
告
を
棄
却
し
た
。
男
女
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
私
通
関
係
に
あ
っ
た
女
の
利
益
が
保
護
さ
れ
た

点
に
注
目
し
た
い
。
な
お
、
本
件
当
事
者
間
に
は
、
翌
明
治
三
四
年
に
な
っ
て
、
別
件
が
大
審
院
に
係
属
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意

し
て
お
こ
う
。
大
判
明
治
三
四
年
一
一
月
二
一
日
・
明
治
三
四
年
團
三
三
二
号
・
預
金
請
求
事
件
（
上
告
人
田
中
四
郎
左
衛
門
、
被
上

告
人
田
中
イ
マ
）
・
民
録
七
輯
一
〇
巻
七
二
頁
で
あ
る
。

　
右
大
判
明
治
三
三
年
三
月
一
九
日
の
ほ
か
こ
の
時
期
の
婚
姻
外
男
女
関
係
が
か
ら
む
未
公
表
判
決
と
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
、
大
判

明
治
三
一
年
二
月
一
○
日
・
明
治
三
〇
年
四
三
〇
号
・
家
普
及
財
産
譲
与
契
約
履
行
事
件
、
大
判
明
治
三
三
年
一
一
月
八
日
・
明
治

三
三
年
㈹
三
八
〇
号
・
養
女
離
縁
請
求
事
件
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
の
紹
介
は
別
稿
に
委
ね
る
。
と
こ
ろ
で
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
点
と
し
て
、
民
法
施
行
直
後
の
こ
の
時
期
の
特
色
と
し
て
、
既
発
表
で
は
あ
る
が
、
婚
姻
届
出
請
求
事
件
が
二
件
大

審
院
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。
大
判
明
治
三
二
年
九
月
一
九
日
・
明
治
三
二
年
五
八
号
・
婚
姻
届

請
求
事
件
・
民
録
五
輯
八
巻
六
頁
及
び
、
大
判
明
治
三
三
年
二
月
一
日
・
明
治
三
二
年
二
五
八
号
・
婚
姻
届
出
請
求
事
件
（
民
録
事

件
目
録
は
離
婚
届
請
求
の
件
と
誤
記
）
・
民
録
六
輯
二
巻
三
頁
で
あ
る
。

　
②
　
明
治
三
五
年
な
い
し
明
治
四
三
年

　
こ
の
期
間
が
当
初
私
達
の
関
心
の
焦
点
で
あ
り
、
調
査
が
、
こ
の
期
間
か
ら
着
手
さ
れ
た
こ
と
、
不
当
破
棄
に
因
る
未
公
表
の
賠

償
請
求
事
件
が
み
あ
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
内
縁
解
消
後
の
財
産
上
の
紛
争
事
件
が
三
件
ほ
ど
見
出
さ
れ
た
こ
と
、
こ
の
ほ
か
内
縁

関
係
が
か
ら
み
こ
れ
に
対
す
る
法
的
判
断
を
示
す
も
の
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
如
く
で
あ
る
。
内
縁
解
消
後
の
財
産
上
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の
紛
争
事
件
と
し
て
は
、
大
判
明
治
三
九
年
六
月
六
日
・
明
治
三
九
年
㈹
二
二
三
号
・
地
所
建
物
売
買
登
記
請
求
事
件
（
上
告
人
山

本
さ
き
、
被
上
告
人
山
本
繁
樹
）
、
大
判
明
治
四
〇
年
五
月
八
日
・
明
治
四
〇
年
㈹
八
八
号
・
贈
与
金
請
求
事
件
（
上
告
人
平
松
将
順
、
被

上
告
人
梶
田
ム
メ
）
、
大
判
明
治
四
〇
年
六
月
一
○
日
・
明
治
四
〇
年
圀
一
九
二
号
・
不
動
産
所
有
権
確
認
並
保
存
登
記
抹
消
手
続
請

求
事
件
（
上
告
人
立
花
み
ょ
、
被
上
告
祖
父
江
聖
善
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
右
の
う
ち
、
た
と
え
ば
大
判
明
治
三
九
年
六
月
六

日
に
お
い
て
は
、
Ｘ
女
（
山
本
さ
き
）
と
Ｙ
男
（
山
本
繁
樹
）
は
一
〇
年
を
越
え
る
内
縁
の
夫
婦
で
あ
り
、
さ
き
に
Ｙ
男
は
Ｘ
女
所
有

の
地
所
建
物
を
買
受
け
た
が
、
そ
の
後
不
和
を
生
じ
、
明
治
三
六
年
に
内
縁
関
係
を
絶
っ
て
別
居
し
た
。
そ
の
さ
い
Ｙ
男
は
Ｘ
女
に

一
定
の
財
産
を
与
え
た
。
し
か
し
本
訴
に
お
い
て
、
Ｘ
女
は
さ
き
の
不
動
産
売
買
を
否
定
し
、
右
地
所
建
物
の
売
買
登
記
の
抹
消
を

請
求
し
た
。
第
一
審
で
Ｘ
女
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
、
Ｘ
女
の
控
訴
も
棄
却
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
Ｘ
女
の
上
告
は
本
大
判
で

棄
却
さ
れ
た
。
な
お
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
よ
り
さ
き
大
決
明
治
三
八
年
一
一
月
二
九
日
・
明
治
三
八
年
肺
二
九
五
号
（
抗
告
人

山
本
繁
樹
。
証
人
忌
避
の
申
請
を
斥
け
た
原
審
決
定
に
つ
き
抗
告
し
た
も
の
。
本
大
決
で
抗
告
棄
却
）
・
民
録
二
輯
一
六
一
一
頁
が
あ
る
こ

と
に
注
意
し
て
お
こ
う
。

　
㈲
　
明
治
四
四
年
な
い
し
大
正
三
年

　
正
確
に
は
、
大
正
四
年
一
月
二
六
日
大
審
院
連
合
部
判
決
ま
で
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
に
も
、
親
権
喪
失
宣
告
請
求

事
件
に
内
縁
な
い
し
私
通
関
係
が
関
連
し
て
い
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
（
大
判
明
治
四
五
年
二
月
一
五
日
・
明
治
四
四
年
卵
四
二
七

号
、
大
判
明
治
四
五
年
六
月
二
〇
日
・
明
治
四
五
年
㈲
一
七
九
号
な
ど
）
ほ
か
、
内
縁
解
消
後
の
財
産
上
の
紛
争
事
件
た
る
大
判
大
正
元
年

一
〇
月
二
八
日
・
明
治
四
五
年
図
四
〇
号
・
地
所
所
有
権
登
記
抹
消
並
に
地
所
引
渡
請
求
事
件
（
上
告
人
佐
藤
ヒ
ナ
、
被
上
告
人
藤
田
秋

月
）
、
事
実
上
の
婿
養
子
縁
組
解
消
後
の
事
件
た
る
大
判
大
正
二
年
一
〇
月
九
日
・
大
正
二
年
圀
二
九
九
号
・
持
参
金
取
戻
請
求
事
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件
（
上
告
人
相
沢
門
次
郎
、
被
上
告
人
池
内
広
吉
）
、
さ
ら
に
暴
力
行
為
に
因
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
情
交
関
係
あ
る
男
女
間
の
賠
償
請

求
事
件
た
る
大
判
大
正
三
年
二
月
一
九
日
・
大
正
二
年
團
五
七
七
号
・
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
上
告
人
平
出
市
兵
、
被
上
告
人
鈴
木
ノ
ブ
）

な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。

　
㈲
　
大
正
四
年
以
後

　
正
確
に
は
大
正
四
年
一
月
二
六
日
大
審
院
民
事
連
合
邦
判
決
以
後
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
大
正
四
年
に
は
、
ま
だ
不
当
破
棄
に
因

る
損
害
賠
償
事
件
に
関
す
る
未
公
表
判
決
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
年
に
は
、
私
通
な
い
し
妾
関
係
の
同
一
当
事
者
間

の
事
件
が
二
件
大
審
院
に
係
属
し
て
い
る
こ
と
（
大
判
大
正
四
年
七
月
二
六
日
・
大
正
四
年
㈲
三
七
六
号
・
生
活
費
請
求
事
件
〔
上
告
人
萩
原

為
蔵
、
被
上
告
人
和
見
は
な
〕
、
大
判
大
正
四
年
一
〇
月
七
日
・
大
正
四
年
團
七
三
三
号
・
土
地
家
屋
明
渡
請
求
事
件
〔
上
告
人
和
見
は
な
、
被
上

告
人
萩
原
為
蔵
〕
で
あ
る
。
な
お
右
当
事
者
間
に
は
、
さ
ら
に
後
に
大
正
六
年
に
な
っ
て
、
こ
れ
は
既
公
表
で
あ
る
が
、
大
判
大
正
六
年
三
月
一
七

日
・
大
正
六
年
硝
円
一
五
一
号
・
士
地
建
物
明
渡
請
求
事
件
の
原
状
回
復
再
審
請
求
事
件
・
民
録
二
三
輯
四
五
二
頁
〔
上
告
人
和
見
は
な
、
彼
上
告
人

萩
原
為
蔵
〕
が
あ
る
こ
と
を
註
記
し
て
お
こ
う
）
、
内
縁
関
係
の
関
連
す
る
強
制
執
行
異
議
事
件
が
二
件
（
大
判
大
正
四
年
六
月
二
六
日
・
大

正
三
年
㈹
七
五
九
号
、
大
判
大
正
四
年
七
月
九
日
・
大
正
四
年
㈹
三
三
三
号
）
あ
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
た
。

　
大
正
五
年
以
後
は
、
い
よ
い
よ
不
当
破
棄
に
因
る
（
不
法
行
為
と
婚
姻
予
約
不
履
行
の
双
方
を
含
む
が
）
損
害
賠
償
の
請
求
に
関
す
る

未
公
表
判
決
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
大
判
大
正
五
年
一
二
月
一
日
・
大
正
五
年
團
九
一
七
号
・
損
害
賠
償
並
慰

籍
料
請
求
事
件
（
上
告
人
草
柳
佐
吉
、
被
上
告
人
蜂
須
賀
イ
シ
）
、
大
判
大
正
六
年
一
月
二
四
日
・
大
正
五
年
卵
二
〇
二
八
号
・
婚
姻
予

約
不
履
行
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
上
告
人
田
中
源
太
郎
、
披
上
告
人
西
島
美
佐
於
）
、
大
判
大
正
七
年
一
〇
月
三
日
・
大
正
七
年
圀
七
三

〇
号
・
物
品
引
渡
並
に
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
上
告
人
黒
川
又
男
、
被
上
告
人
西
村
ミ
ツ
）
、
大
正
八
年
七
月
八
日
・
大
正
八
年
團
四
六
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六
号
・
慰
籍
料
請
求
事
件
（
上
告
人
中
尾
ハ
ル
エ
、
被
上
告
人
上
北
駒
楠
）
、
大
正
八
年
一
〇
月
一
〇
日
・
大
正
八
年
圀
六
五
二
号
・
損

害
賠
償
請
求
事
件
（
上
告
人
川
瀬
鉄
儒
、
被
上
告
人
神
部
さ
わ
）
な
ど
で
あ
る
（
以
上
は
、
本
稿
執
筆
時
迄
に
検
索
・
検
出
し
た
も
の
の
一
部

で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
調
査
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
多
く
の
未
公
表
判
決
が
見
出
さ
れ
て
い
る
）
。
の
み
な
ら
ず
、
結
納
返
還
請
求
や
不
当
利
得

返
還
請
求
に
関
す
る
未
公
表
大
判
も
見
出
さ
れ
て
い
る
。
も
は
や
、
紙
幅
が
尽
き
た
。
詳
細
は
別
稿
で
述
べ
る
。

　
　
〔
追
記
〕
　
さ
い
わ
い
、
本
稿
で
そ
の
一
端
に
触
れ
た
婚
姻
予
約
な
い
し
内
縁
に
関
す
る
未
公
表
大
審
院
判
決
の
原
文
は
、
そ
の
後
の
年
度
の
事

　
　
例
を
も
含
め
て
、
若
干
の
概
説
お
よ
び
解
題
と
と
も
に
、
関
助
教
授
と
の
連
名
で
、
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
紀
要
「
社
会
科
学
研
究
」
に

　
　
連
載
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
詳
し
く
は
、
今
後
の
右
紀
要
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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